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（議事録の作成）

第４条 専門調査会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成す

るものとする。

一 会議の日時及び場所

二 出席した専門委員の氏名

三 議題となった事項

四 審議経過

五 審議結果

（専門調査会の会議）

（ 。 。）第５条 座長 座長に事故があるときはその職務を代理する者 以下同じ

は専門調査会の会議を召集し、その議長となる。

２ 委員は、専門調査会に出席することができる。

３ 座長は、必要により、当該専門調査会に属さない専門委員あるいは外部

の者に対し、専門調査会に出席を求めることができる。

（雑則）

第６条 この規程に定めるもののほか、専門調査会の運営に関し必要な事項

は、座長が専門調査会に諮って定める。

附 則

この規程は、平成１５年７月９日から施行する。
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別表

添加物専門調査会 添加物の食品健康影響評価に関する事項

について調査審議すること。

農薬専門調査会 農薬の食品健康影響評価に関する事項に

ついて調査審議すること。

動物用医薬品専門調査会 動物用医薬品の食品健康影響評価に関す

る事項について調査審議すること。

器具・容器包装専門調査会 器具・容器包装の食品健康影響評価に関

する事項について調査審議すること。

化学物質専門調査会 化学物質（他の専門調査会の所掌に属す

るものを除く）の食品健康影響評価に関

する事項について調査審議すること。

汚染物質専門調査会 汚染物質の食品健康影響評価に関する事

項について調査審議すること。

微生物専門調査会 微生物（ウイルスを除く）の食品健康影

響評価に関する事項について調査審議す

ること。

ウイルス専門調査会 ウイルスの食品健康影響評価に関する事

項について調査審議すること。

プリオン専門調査会 プリオンの食品健康影響評価に関する事

項について調査審議すること。

かび毒・自然毒等専門調査会 かび毒・自然毒等の食品健康影響評価に

関する事項について調査審議すること。

遺伝子組換え食品等専門調査 遺伝子組換え食品等の食品健康影響評価

会 に関する事項について調査審議するこ

と。

新開発食品専門調査会 新開発食品の食品健康影響評価に関する

事項について調査審議すること。

肥料・飼料等専門調査会 肥料・飼料等の食品健康影響評価に関す

る事項について調査審議すること。




